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新型コロナウイルス感染症の影響等に係る対応について 
 

令和３年４月 30 日 

長 野 労 働 局 

 

１ 企業、労働者からの相談等への対応 

   令和２年２月 14 日以降、長野労働局（雇用環境・均等室）、県内各労働基準監督署

及び各ハローワーク(公共職業安定所・同出張所)に、「特別労働相談窓口」を設置。 

企業、労働者等からの問い合わせ・相談に応じるとともに、解雇・雇止めに関する

情報があった事案に対して、再就職支援や啓発指導を実施。 

（１）  相談状況について ※令和３年４月 23日時点の累計 

23,008 件 （事業主 17,734 件、社会保険労務士 2,356 件、労働者 2,155 件など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 解雇・雇止め状況について （ハローワーク、需給調整事業室把握のもの、見込み含む） 

159 事業所、2,117 人 （令和３年４月 23日時点の累計） 
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【産業別】 （令和３年４月 23 日時点の累計、カッコ内３月 24日時点との差） 

 労働者派遣業 48 事業所・694 人（0）、  製造業 41 事業所・649 人（0）、 

宿泊業 20 事業所・287 人（0）、運輸業 ９事業所・142 人（0）、 

卸・小売業 11 事業所・91 人（0）、 飲食業 11 事業所・98 人（0）、 

生活関連サービス業・娯楽業 ７事業所・107 人（+50）など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域別】 

 北信 35 事業所・423 人 、 東信 20 事業所・348 人 

中信 57 事業所・649 人 、 南信 47 事業所・697 人 

 

 

２ 雇用調整助成金の特例措置の拡大等による雇用の維持・確保等 

（１）雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金 

＜概要＞新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業活動の一時的な縮小により、労働者に 

対して休業・教育訓練・出向を行い、雇用維持を図った事業主の申請に基づき休業手当等の一 

部を助成する制度（「緊急雇用安定助成金」…雇用保険被保険者でない労働者の休業等を対象） 

＜特例措置期間＞ 緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末日まで 

※特例措置として助成内容を大幅に拡充するとともに手続きの簡素化を講じています。 

◆申請等の状況 ※令和３年４月 23 日時点の累計 （事業所数は延べ数） 

支 給 申 請  60,221 件 （9,981 事業所） 

支 給 決 定  59,077 件 （9,925 事業所） 
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＜参考＞ 

雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金を除く）の産業別内訳 

支 給 決 定  46,035 件 ※令和３年４月 23日時点の累計 

 製造業 16,754 件、 卸・小売業 6,462 件、飲食サービス業 5,422 件、 

宿泊業 3,907 件、生活関連サービス業・娯楽業 3,356 件など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆支給決定金額 ※令和３年４月 23日時点の累計 

約 549.8億円（雇用調整助成金約 516.5億円 緊急雇用安定助成金約 33.3億円） 

〈全国 3兆 3173.7億円〉 

 

（２）新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 

＜概要＞新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に雇用される労働者であって、休業 

に対する賃金（休業手当）を受けることができない方が個人申請する制度 

※労働契約上、労働日が明確でない方（シフト制、日々雇用等）も対象となり得ます。 

＜休業対象期間＞ 緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末日まで 

◆申請等の状況  

※令和２年７月 10 日申請受付開始～令和３年４月 23 日時点  

支給申請 17,475 件 （+3,068）   支給決定 13,375 件 （+2,318） 

     

製造業

15,484件

37.0%

卸・小売業

5,817件

13.9%

飲食サービス業

4,841件

11.6%

宿泊業

3,475件

8.3%

生活関連サービス・娯楽業

3,034件

7.3%

運輸旅客輸送サービス業

1,885件

4.5%

その他

7,284件

17.4%

雇用調整助成金業種別支給決定割合

R3.3.19現在

業種計

41,820件


